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子どもの貧困対策「政策パッケージ」に関する提言 

 

子どもの貧困対策センター 

一般財団法人 あすのば 

【ひとり親世帯への対策】 

■児童扶養手当の増額、とくに２人目以上の子どもへの加算の増額を 

■児童扶養手当や遺族年金などの子どもへの支給を２０歳まで延長を 

■児童扶養手当の対象となる死別父子家庭に遺族基礎年金と同額・ 

同条件の経済支援を 

【大学・専門学校生への対策】 

 ■学生支援機構奨学金は、すべて無利子にし、返還は所得連動に 

 ■国公立・私立ともに大学・専門学校の授業料減免制度の大幅拡充を 

【高校生などへの対策】 

 ■高校生への「奨学給付金」は、だれもが月１万円に増額を 

 ■定時制・通信制高校などへ予算を増やし、生徒を大切にする教育を 

【小・中学生への対策】 

■給食の全校実施と無償化をし、長期休暇中も給食などの提供を 

■全自治体で就学援助の支給額を拡充し、全家庭に制度の広報を 

【未就学児への対策】 

 ■低所得者世帯の保育や幼児教育の無償化を 

■病児保育などの充実で安心して子どもを預けて働ける環境に 

【社会的養護のもと育つ子どもたちへの対策】 

 ■高校卒業後、安心して進学するための経済支援と住居支援を 

■中卒•高校中退の子どもが再度学ぶことができる学習支援の場を 
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